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議第４号 

 

 

令和６年度香芝市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の委嘱に

ついて 

 

 

 香芝市教育委員会の権限に属する事務の一部委任及び臨時代理に関する規則

（平成３年教委規則第６号）第２条第１３号の規定に基づき、別紙に掲げる者

に学校・幼稚園医、学校・幼稚園歯科医及び学校・幼稚園薬剤師を委嘱するこ

とについて委員会の議決を求める。 

 

 

 

 

令和６年３月２８日提出  

 

香芝市教育委員会    

教育長 小 西 友   





議第５号 

 

 

香芝市史編さん委員会規則の一部を改正することについて 

 

 

 香芝市史編さん委員会規則（令和５年教育委員会規則第６号）の

一部を改正することについて、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）第２５条第２項第２号の規定

により議決を求める。 

 

 

 

 

令和６年３月２８日提出  

 

香芝市教育委員会    

教育長 小 西 友   

 



   香芝市史編さん委員会規則の一部を改正する規則（案） 

 香芝市史編さん委員会規則（令和５年教育委員会規則第６号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「令和４年条例第２６号」の次に「。以下「条例」という。」を加

える。 

 第６条を第９条とし、第５条を第８条とし、第４条の次に次の３条を加える。 

 （編集委員会） 

第５条 前３条の規定は、条例第６条第１項の編集委員会について準用する。 

 （専門部会） 

第６条 教育委員会は、必要に応じて、時代及び分野別に資料の調査及び収集

並びに市史の執筆及び編集を行うため、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、専門委員及び調査員をもって組織する。 

３ 専門委員は、識見を有する者及び市職員のうちから教育長が選任又は任命

する。 

４ 条例第７条の規定は、専門委員及び調査員について準用する。 

５ 専門委員及び調査員の報償費等については、別に定める。 

 （資料等の収集等） 

第７条 委員会は、市史に関する資料を保有する個人、団体及び関係機関（以

下「所有者」という。）に対し、資料の閲覧及び提供、意見の聴取その他必

要な協力（以下「資料の収集等」という。）を求めることができる。 

２ 専門委員及び調査員は、資料の収集等を行うときは、常にその身分を示す

証明書を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 委員会は、資料の収集等に当たっては、個人情報の取扱いに十分な配慮を

払わなければならない。 

４ 所有者から資料の寄贈又は寄託の申出があった場合は、香芝市二上山博物

館条例施行規則（平成４年教育委員会規則第３号）第１２条の規定に基づき、

適切に処理するものとする。 

５ 市史の編さん及び刊行の過程で生じた調査結果その他の成果物の著作権は、

全て教育委員会に帰属するものとする。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 



承第３号 

 

 

香芝市議会議案の作成に伴う意見の聴取に関する報告及び承認に 

ついて                       

 

 

香芝市議会議案の作成に伴う意見の聴取を次のとおり臨時に代理した

ので、香芝市教育委員会の権限に属する事務の一部委任及び臨時代理に関

する規則（平成３年教育委員会規則第６号）第４条第２項の規定により報

告し、その承認を求める。 

 

 

 

 

令和６年３月２８日提出  

 

香芝市教育委員会    

教育長 小 西 友   

 

 

 



臨時代理書 

 

 

香芝市議会議案の作成に伴う意見の聴取について、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定によ

り香芝市長より意見を求められた令和６年３月第２回香芝市議会定例会

に提出される次の議案については異議のないものとし、教育委員会の権限

に属する事務の一部委任及び臨時代理に関する規則（平成３年教育委員会

規則第６号）第４条第２項の規定により、臨時に代理する。 

 

 

 

令和６年３月２１日提出  

 

香芝市教育委員会    

教育長 小 西 友   

 

議案 

・訴えの提起について 

 

 

 



議第 号

訴えの提起について

次のとおり訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。

令和６年３月２７日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏

１ 事件名

損害賠償請求事件

２ 訴えの相手方

橿原市見瀬町６１１番地の４

株式会社福井建築設計事務所

代表取締役 福井 弘司

３ 訴えの趣旨

民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条の規定による不法行為に基づ

く損害賠償の請求を求める。

４ 訴えの原因

相手方は、平成２２年５月１０日付け業務委託契約に基づき、香芝市立香

芝中学校体育館耐震補強基本計画に係る設計図書を市に引渡したが、市は、

同設計図書に基づき施工された水平トラスの柱固定のアンカーボルトが破断

等している状況を、令和３年５月２７日に確認した。

破断等の原因は、同設計図書に係る設計では、すべり支承が水平トラスの

熱伸縮による変形に対応できなかったこと及びすべり支承にすべる方向以外



の応力（水平トラスの自重等）が負荷されることを十分に想定できていなか

ったことにあり、これらは相手方の過失に基づくものであることから、不法

行為に基づく損害賠償請求として３６，８８０，８４３円を請求したが、相

手方は過失責任を否定し支払いを拒否するため、債権管理として法的手続が

必要と判断した。

５ 訴訟遂行の方針

(1) 弁護士を訴訟代理人と定めることができる。

(2) 事件の推移により、上訴若しくは訴えの取下げ又は和解等、状況に応じ

た措置を講じていくものとする。

(3) その他請求の内容を実現するため、必要な裁判上の行為をするものとす

る。

６ 管轄裁判所

大阪地方裁判所



議第６号 

 

 

   香芝市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則の一部を改

正することについて 

 

 

 香芝市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(平成５年教育委

員会規則第１号)の一部を改正することについて、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２５条

第２項第２号の規定により議決を求める。 

 

 

 

 

令和６年３月２８日提出  

 

香芝市教育委員会    

教育長 小 西 友   

 



   香芝市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則の一部を改正する規則 

 香芝市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則（平成５年教育委員会規則第

１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「ＩＣＴ係」を削る。 

 第３条ＩＣＴ係の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

（案） 


